「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」
入会届
　　　　　　　　　　　は、株式会社おてんとさんが実施する「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」の趣旨・目的に賛同し、「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」における入会規約 (後掲) 及び以下の事項に同意のうえ、株式会社おてんとさんが運営・管理する「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」への入会を申し込みます。
西暦　　　年　　月　　日申込
	フリガナ
	
	印

	氏名
	
	

	住　所
	〒

	
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	電子メール
	

	確認事項

（確認をして

チェック☑して

ください）
	「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」会員規約に同意します。
	□

	
	Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、株式会社おてんとさんが使用することに同意します。
	□

	
	Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、株式会社おてんとさんが必要とする場合は提供することに同意します。
	□

	
	水稲栽培における中干し期間の延長をすることによる環境価値（温室効果ガス排出量の削減効果＝Ｊ－クレジット）の全部を株式会社おてんとさんへ譲渡すること、その結果として譲渡した分につき「水稲栽培における中干し期間の延長をすることで温室効果ガス排出量を削減したこと」を主張できなくなることに同意します。
	□

	
	株式会社おてんとさんが、会員が削減した温室効果ガスの量に応じた協力対価を支払うことに同意します。（認証されたクレジットの8割）
	□

	
	「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト」に登録する水稲栽培における中干し期間の延長活動は、他の類似制度及びＪ－クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録していません。
	□

	
	日本経済団体連合会における経団連カーボンニュートラル行動計画への参加については以下の通りです。
□　参加しています　　　□　参加していません
	

	
	地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における

□　特定排出者に該当します　　　□　特定排出者に該当しません
	

	
	特定排出者に該当する場合、株式会社おてんとさんへ譲渡した環境価値 (Ｊ－クレジット) に相当する排出量を、当該年度の調整後排出量の計算において加算することに同意します。

特定排出者コード (9ケタの値):


	□

	
	エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく定期報告における

□　対象者に該当します (□一種　□二種)

□　対象者に該当しません

対象者に該当する場合:

省エネ法特定事業者番号又は特定連鎖化事業者番号 (7ケタの値):

省エネ法指定工場番号 (7ケタの値):


	

	
	「別添１ 環境社会配慮を行い持続可能性を確保することの同意書」に署名し、同意しました。
	□

	
	「別添２ 水稲栽培における中干し期間の延長に係る情報の記入」にプロジェクトに必要な情報を記入しました。
	□

	
	「別添２ 水稲栽培における中干し期間の延長に係る情報の記入」に記入した情報の根拠を示す資料を添付しました。
	□


別添1　環境社会配慮を行い持続可能性を確保することの同意書
株式会社おてんとさん　御中
事業者名　　　　　　　　　　　　　　
代表者役職　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　
国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）に、方法論AG-005（水稲栽培における中干し期間の延長）に基づくプロジェクトを登録して実施するにあたり、人間の健康と安全、自然環境、社会への影響を回避または最小化し、受け入れることができないような影響をもたらすことがないよう、環境社会配慮を行い持続可能性を確保するため、
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

・農地法 ・食料・農業・農村基本法 ・食品安全基本法 ・農薬取締法
・肥料の品質の確保等に関する法律 ・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
・植物防疫法 ・食品衛生法 ・食品表示法 ・環境基本法 ・景観法 
・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法 ・土壌汚染対策法
・地球温暖化対策の推進に関する法律 ・労働安全衛生法
その他関連法令等を遵守することを誓約します。
以上
別添２　水稲栽培における中干し期間の延長に係る情報の記入
中干し期間を延長する水田が複数あり、同一の管理でない※場合は6ページ目の用紙を
適宜コピーしてご利用ください。
1 水稲栽培における中干し期間を延長する水田の所在地および作付面積（ha）
	所在地
	〒

	
	

	作付面積（ha）
	　　　　         

	添付資料
	営農計画書等


複数の地番等にまたがる場合は、すべての地番等を記入して下さい。
記入欄に収まらない場合は、添付資料（営農計画書等）にマーカー等で印を付けるなどして、対象の地番が分かるようにしてください。
※同一の管理について
同一の管理…中干しの実施日数、出穂日、稲わら持ち出し・堆肥施用の状況が同一であること。
※同一品種の場合、圃場によって出穂日（概ね５割の茎が出穂した時期）が異なっても同一の管理として差し支えない。
2 当該水田のプロジェクト実施前の直近 2か年以上の中干しの実施日数の記録
	年月日(中干開始日１)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干終了日１)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干開始日２)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干終了日２)
	年　　　　　月　　　　　日

	添付資料
	生産管理記録等（手書きメモのようなものでないもの）


3 当該水田における出穂日の記録
	年月日(出穂日)
	□　出穂日を記録する。　　　　　　令和8年8月30日までに提出

	後日提出
	生産管理記録等


4 プロジェクト実施時の中干しの実施日数
	年月日(中干開始日)
	□　中干開始日を記録する。　　　　令和8年8月30日までに提出

	年月日(中干終了日)
	□　中干終了日を記録する。　　　　令和8年8月30日までに提出

	後日提出
	生産管理記録等


5 日減水深の測定（任意　※実測値に基づき高い排出係数の参照を希望する場合）
	日減水深の測定
	□　当該水田において、春の田植え前又は田植えから1週間後までの時期（直播で田植えを行わない場合は、それに準ずる時期）、降雨のない24時間に、用水の取水口と排水口の両方を閉じた条件で低下した水位を計測した結果（水管理システムを備えた水田において、当該水管理システムを取水口、排水口の閉塞に準ずる設定とし、当該水管理システムを用いて計測した結果を含む。）を測定する。
※水田の排水性（排水不良・日排除・4時間排水）により適用するメタン排出係数が変わり、削減量が変わります。高い排出係数を参照しようとする場合は測定が必要です。測定しない場合は一番低い排出係数の適用になります。
令和8年8月30日までに提出

	後日提出
	日減水深測定記録表


6 係数（水田の施用有機物）の確定に必要な資料
	標準的な稲わら発生量・稲わらの持ち出し量
	□　当該水田からの稲わらの持ち出し量（持ち出しがない場合はその旨）が記録された生産管理記録等

令和8年8月30日までに提出

	堆肥の施用量
	□　当該水田への堆肥の施用量が記録された生産管理記録等
令和8年8月30日までに提出

	後日提出
	生産管理記録等


※それぞれ稲わらのすき込みがある場合、堆肥の施用がある場合に限る。
7 添付資料チェック欄
	· ①水稲栽培における中干し期間を延長する水田の所在地と作付面積が確認できる資料（営農計画書等）を添付しました。
· ②当該水田のプロジェクト実施前の直近 2か年以上の中干しの実施日数の記録が確認できる資料（生産管理記録等）を添付しました。


～入会届、添付資料の送付方法～
※8ページ以降の「会員規約」は送付不要です
1 郵送
送付先：〒989-6255　宮城県大崎市古川休塚字南田9　
「おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト事務局」　土屋　宛て
2 メール
下記にアクセスいただき、フォーマットをダウンロードしてください。ご記入後、メールでお送りください。
https://otentosun.co.jp/jcredit/
◇申請したい水田が複数あり、同一の管理でない場合は適宜コピーしてご記入願います。
	フリガナ
	
	印

	氏名
	
	

	住　所
	〒

	
	


1 水稲栽培における中干し期間を延長する水田の所在地および作付面積（ha）
	所在地
	〒

	
	

	作付面積（ha）
	　　　　         

	添付資料
	営農計画書等


※複数の地番等にまたがる場合は、すべての地番等を記入して下さい。

記入欄に収まらない場合は、添付資料（営農計画書等）にマーカー等で印を付けるなどして、対象の地番が分かるようにしてください。
2 当該水田のプロジェクト実施前の直近 2か年以上の中干しの実施日数の記録
	年月日(中干開始日１)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干終了日１)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干開始日２)
	年　　　　　月　　　　　日

	年月日(中干終了日２)
	年　　　　　月　　　　　日

	添付資料
	生産管理記録等（手書きメモのようなものでないもの）


【添付書類確認欄】※株式会社おてんとさんにおける確認事項のため、記入不要。
確認後、チェックマークを記入。
· ①水稲栽培における中干し期間を延長する水田の所在地が確認できる資料。
· ②当該水田のプロジェクト実施前の直近 2か年以上の中干しの実施日数の記録が確認できる資料（生産管理記録等）。
【データ管理確認欄】※株式会社おてんとさんにおける確認事項のため、記入不要。

確認後、チェックマークを記入。

· 入会届が漏れなく誤りなく記載されていることを確認した。

· 上記、必要な添付書類が全てそろっていることを確認した。

· 入会申込日、プロジェクト開始日（プロジェクト実施時の中干しの開始年月日を含む暦年の1月1日）、プロジェクト実施前の直近 2か年以上の中干しの実施日数の記録等、必要な情報のすべてを排出削減活動リストへ記入した。

· 排出削減活動リストに記入した内容に誤りがないか、提出された資料に基づき確認した。

【確認者記名・押印欄】

上記【データ管理確認欄】の4項目に関する一次確認者を記名し押印すること。

一次確認者記名欄　　　　　　　　　　　　　㊞
上記【データ管理確認欄】の4項目に関する二次確認者を記名し押印すること（一次確認者と同一であってはならない）。

二次確認者記名欄　　　　　　　　　　　　　㊞

会員規約

(名称)

第1条

本会の名称は、おてんとさんカーボンクレジットプロジェクト(以下「本会」という) とする。
(目的)

第2条

本会は、株式会社おてんとさんが実施する「水稲栽培における中干し期間延長のプロジェクト」の一環として、会員が水稲の栽培期間中に水田の水を抜いて田面を乾かす「中干し」の実施期間を従来よりも延長することで、土壌からの CH4 排出量を抑制することで削減された温室効果ガス排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（以下「Ｊ－クレジット制度」という）実施要綱（平成25年4月17日経済産業省、環境省、農林水産省策定）に基づきＪ－クレジットとしてＪ－クレジット制度認証委員会（Ｊ－クレジット制度を管理する経済産業省、環境省、農林水産省が共同で設置した、Ｊ－クレジットの認証を行う委員会）より認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、創出されたＪ－クレジットの全部を株式会社おてんとさんにおける営農指導に利用することを目的とする。

(運営・管理)

第3条
本会の運営・管理は株式会社おてんとさん (以下「運営・管理者」という) が行う。

第3条の2

運営・管理者はＪ－クレジット制度に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員情報の管理・記録
(2) 会員入会時の内容確認（対象となる水稲栽培における中干し期間の延長活動の実施時期、他のプログラム型プロジェクトとの会員の重複登録等）
(3) 排出削減活動リストの作成
(4) モニタリングの実施（モニタリングデータの収集）
(5) モニタリング報告値（排出削減量等）の算定
(6) モニタリング報告書の作成と対応（審査対応等）
(7) Ｊ－クレジット制度事務局への各種申請
(8) クレジット売買
(9) クレジット売却益の活用
(10) 会員の退会手続

第3条の3

運営・管理者として必要な事務は株式会社おてんとさんにおいて行う。

(会員)
第4条

(1) 本規約において、会員とは、本規約に同意の上、運営・管理者に入会を申し込んだ者をいう。
(2) 会員は入会後、他の団体が運営・管理する水稲栽培における中干し期間の延長プロジェクトに移籍できないものとする。やむを得ず移籍する際は、違約金を徴収する場合があることに同意する。

第4条の2

会員は次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 水稲栽培において、中干しの期間を、プロジェクト実施水田におけるプロジェクト実施前の直近2か年以上の実施日数の平均より7日間以上延長すること。
(2) Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、運営・管理者が使用することに同意すること。

(3) Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、運営・管理者が必要とする場合は提供することに同意すること。
(4) 水稲栽培における中干し期間の延長をすることによる環境価値（温室効果ガス排出量の削減効果=Ｊ－クレジット）の全部を運営・管理者へ譲渡すること、その結果として譲渡した分につき「水稲の栽培期間中に水田の水を抜いて田面を乾かす「中干し」の実施期間を従来よりも延長することで温室効果ガス排出量を削減したこと」を主張できなくなることに同意すること。

(5) 本会に登録する水稲栽培における中干し期間の延長活動が、他の類似制度及びＪ－クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録されていないこと。
(Ｊ－クレジット売却益の取り扱い)

第5条

Ｊ－クレジットの売買による売却益は、営農指導や事務局運営費として活用することとする。
(運営・管理者への協力)

第6条

会員は、運営・管理者が求めるときは、次に掲げる全ての事項について同意し、協力しなければならない。

(1) Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、運営・管理者が必要とする情報を提供すること。

(2) Ｊ－クレジットの認証に際し、審査機関が必要に応じて実施する現地調査（水稲栽培における中干し期間の延長活動に関する現地確認等をいう）を受けること。

(3) その他、本会の運営及び管理に関して必要なこと。

(報告)

第7条

運営・管理者は、次に掲げる事項について、会員に対して年1回報告することとする。

(1) Ｊ－クレジット制度認証委員会への実績報告及び認証申請の結果について

(2) Ｊ－クレジットの活用用途について

第7条の2

前項の報告は、運営・管理者がウェブサイト上に結果概要を掲載することを以て行うこととする。
 (退会)
第8条
会員は、本会を退会しようとするときは、運営・管理者にその旨を届け出、その承認を得なければならない。

第8条の2

運営・管理者は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員を退会させることができる。

(1) 第4条第2項に掲げる要件を満たしていないとき。

(2) 前条の届出があったとき。

(3) 会員の行為が本会の目的に著しく相応しくないと認めるとき。

(会費)
第9条
本会の会費は無料とする。
(会員資格の有効期間)

第10条

会員資格の有効期間は、入会日から8年間とする。ただし、運営管理者の確認を受けることで、8年間延長できる。

(個人情報・重要情報等の取扱い)

第11条

運営・管理者は、あらかじめ会員の同意がある場合、本規約に規定する場合又は法令等に基づく要請がある場合を除き、会員から得られた個人情報、重要情報及びこれらに類する情報を第三者に提供又は開示しないこととする。
第11条の2
会員は、審査機関やJ-クレジット事務局においてプロジェクト登録およびモニタリング報告に対する検証等の手続き上、必要な範囲において個人情報の閲覧を認めることに同意する。
(委任)

第12条

本規約に定めるもののほか、本会の入会に関し必要な事項は運営・管理者が定める。
附　則

本規約は、2024年12月2日（プロジェクト登録申請日）から施行する。
1

